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Ⅰ．高速道路株式会社法第１０条に基づく事業計画について 

 
事業計画については、高速道路株式会社法（以下、「会社法」という。）第１０条

に基づき、高速道路株式会社（以下、「会社」という。）が、毎営業年度の開始前に、

その営業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。 
 なお、事業計画を申請するにあたり、高速道路会社法施行規則第８条第１項で規

定されているとおり、資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出す

ることとなっているため、事業計画以外にも当該営業年度の資金計画書及び収支予

算書も添付する。 

 

 平成１８営業年度の事業計画については、事業全体としては総額約５，１５５億

円の事業費、うち道路事業に係る総額は約４，８８０億円の事業費を予定している。

資金計画については、合計３，７２９億円の資金を政府保証債（財政投融資）や金

融機関等を通じて調達する予定である。収支予算については、当期純利益として約

１９億円発生する見込みである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Ⅱ．事業計画 

１．高速道路事業に係る事業計画 

 平成１８営業年度における高速道路事業については、高速道路の新設、改築及

び維持、修繕、災害復旧その他の管理で構成される。 
高速道路の新設、改築については、事業の進捗が進んでいるものや事業としての

評価が高いもの、及び大都市圏ネットワークを形成する道路整備を重点的に実施す

るため、約３，４９７億円の事業費（一般管理費、建設中利息を除くと約３，２７

０億円）を予定している。また、本営業年度内の供用予定道路として、中部横断自

動車道（増穂～南アルプス）６．２ｋｍ及び首都圏中央連絡自動車道（八王子ＪＣ

Ｔ～あきる野）９．６ｋｍ（うち０．４ｋｍは、東日本高速道路㈱の所掌）を予定

している。 
高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理に関しては、適正かつ効率的な維

持管理や、道路施設について中長期的に管理するために必要な修繕を実施するため、

約１，３８３億円の事業費を予定している。 
なお、他の会社の事業範囲における高速道路の新設、改築及び維持、修繕、災害

復旧等に関する事業は、本営業年度において事業実施予定はない。 
 
以上の内容をまとめると、高速道路事業に係る平成１８営業年度の事業計画は

下記のとおりである。 
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の新設、改築 
 

東海北陸自動車道など計１２道路４８４ｋｍの新設 
（このうち、中部横断自動車道（増穂～南アルプス）６．

２ｋｍ及び首都圏中央連絡自動車道（八王子ＪＣＴ～あ

きる野）９．６ｋｍを平成１８年度供用予定） 
東海北陸自動車道１８ｋｍの改築 

３，４９７

高速道路の維持、修繕、災害復旧その

他の管理 
中央自動車道など計１７道路１，６８７㎞の維持、修繕

等 
１，３８３

会社法第５条第２項に規定された以

外の高速道路における新設、改築 
 

― 

会社法第５条 第２項に規定された以

外の 高速道路における維持、修繕、

災害復旧等 

 
― 

合計Ａ（道路事業）  ４，８８０

※なお、上記以外に道路資産賃借料４，７４５億円の支出が存在する。 

 
 

単位：億円 
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２．高速道路事業以外の事業に係る事業計画 

平成１８営業年度における高速道路事業以外の事業については、高速道路の休憩

所、給油所等の建設・管理、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、

維持、修繕等及びその他の事業で構成される。 
高速道路の休憩所、給油所等の建設・管理に関しては、利用者への適正なサービ

スを実施するために必要な既存サービスエリア等の管理を行うために、事業費約８

６億円を予定している。 
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等に関しては、

新直轄方式で建設されている高速道路についての国の委託事業や高速道路事業に

関連する他の道路事業の委託事業を着実に実施するため、約１８２億円の受託事業

費を予定している。 
なお、その他事業については、トラックターミナル事業、道路占用施設活用事業、

広告事業、物販事業、新直轄区間の技術支援業務、会員カードサービスのほか、新

たに事業を展開するために、７億円の事業費を予定している。 
 
以上の内容をまとめると、高速道路事業以外の事業に係る平成１８営業年度の

事業計画は下記のとおりである。 
 

 
合計（Ａ＋Ｂ）（全事業）  ５，１５５

 
※１ この中には、会社法第５条第５項に基づいた、国、地方公共団体、地方道路公社以外の事業者の委託に

基づく道路の新設、改築、維持、修繕等の所要資金約２０億円を含む。 
 
 
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の休憩所、給油所

等の建設・管理 
 

中央自動車道談合坂サービスエリアなど計１６２箇所のサービ

スエリア・パーキングエリアの管理 ８６

国、地方公共団体等の委託

に基づく道路の新設、改築、

維持、修繕等（※１） 

近畿自動車道の新設に関する受託事業、「高速自動車国道近畿自動

車道名古屋関線及び第二東海自動車道横浜名古屋線、一般国道３

０２号並びに名古屋市道等が相互に関連する部分の建設工事の施

行に関する細目協定」に基づく受託工事ほか 

１８２

会社法第５条第２項に規定

された以外の高速道路の休

憩所、給油所等の建設・管

理 
 

 

― 

その他の事業 
 

金沢トラックターミナル、道路占用施設活用事業２５箇所、広告

事業、物販事業、新直轄区間の技術支援業務、会員カードサービ

スほか 
７

合計Ｂ（道路事業以外）  ２７５

単位：億円 
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■資金計画書 

平成１８営業年度の資金計画書は下記のとおりである。 

 
 

金額 科 目 
合計 高速道路事業 高速道路事業以外

収入の部 
（営業的収入） 
 高速道路事業営業収入 
 関連事業営業収入 
  ＳＡ・ＰＡ事業収入 
  その他の事業収入 
  受託事業収入 
営業外収入 

（資本的収入） 
 社債・借入金 
  政府保証債 
  政府からの無利子借入金 
  機構からの無利子借入金 
  財投機関債 

民間借入金 
 前期繰越金 

５，９５９

３１４

１２６

６

１８２

０

３，７２９

２，１６０

０

０

２５０

１，３１９

１，１１４

５，９５９

３，７２９

２，１６０

０

０

２５０

１，３１９

１，１０４

 
 
 
 

 
 
 
 
 

( ３，６８６) 
( ２，１６０) 

 
 

(     ２５０) 
( １，２７６) 
(     ６３７) 

３１４

１２６

６

１８２

０

１０

合  計 １１，１１６ １０，７９２ ( ４，３２４) ３２４

支出の部 
（営業的支出） 
 高速道路管理費 
  道路維持管理費 
  道路業務管理費 
  一般管理費等 
 道路資産賃借料 
 関連事業管理費 
  ＳＡ・ＰＡ事業管理費 
  その他の事業管理費 

受託事業営業費 
（資本的支出） 
 高速道路新設・改築費 
  新設・改築費 
  一般管理費 
  支払利息等 
 高速道路修繕費 
  修繕費 

一般管理費 
  支払利息等 
 関連事業建設費 
  ＳＡ・ＰＡ事業建設費 
  その他の事業建設費 
 社債等償還金 
 次期繰越金 

１，０６３

５１３

３４５

２０５

４，７０４

２６０

７０

７

１８２

３，４９７

３，２７０

１４２

８５

３２０

２７６

４２

３

１６

１６

０

４８

１，２０９

１，０６３

５１３

３４５

２０５

４，７０４

３，４９７

３，２７０

１４２

８５

３２０

２７６

４２

３

 
２９

１，１８０

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ３，４８２) 
( ３，２５５) 
(   １４２) 
(      ８５) 
(     ２０４) 
(     １７２) 
(       ３０) 
(         ２) 

 
 
 
 

(     ６３７) 

２６０

７０

７

１８２

１６

１６

０

１９

２９

合 計 １１，１１６ １０，７９２ ( ４，３２４) ３２４

単位：億円 

※端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。
※高速道路事業欄の（ ）書きは、機構へ承継する道路資産の形成に係る資金計画である。 
※前期繰越金には前年度の「道路資産賃借料」の未払金３５５億円を、次期繰越金には当年度の「道
路資産賃借料」の未払金３９５億円を含む。 

※上記計数は、消費税を含む。 
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■収支予算書 

平成１８営業年度の収支予算書は下記のとおりである。 

 

金額 科 目 
合計 高速道路事業 高速道路事業以外

経常損益の部 
 （営業損益の部） 
  Ⅰ．高速道路事業営業損益 
    １．営業収益 

（１）料金収入 
（２）その他収入 

          ・道路資産完成高 
    ２．営業費用 
  （１）道路資産賃借料 
    （２）道路資産完成原価 

（３）管理費用 
・維持修繕費 

     ・管理業務費 
     ・一般管理費 
     ・租税公課 
     ・減価償却費 
  （４）引当金等 

高速道路事業営業利益

  Ⅱ．関連事業営業損益 
１． 営業収益 
（１）ＳＡ・ＰＡ事業収入 
（２）その他の事業収入 
（３）受託事業収入 

    ２．営業費用 
  （１）ＳＡ・ＰＡ事業費 

（２）その他の事業費 
（３）受託事業費 

関連事業営業利益

全事業営業利益

 （営業外損益の部） 
    Ⅲ．営業外収益 
    Ⅳ．営業外費用 
       経常利益 
特別損益の部 
    Ⅰ．特別利益 
    Ⅱ．特別損失 
       税引前当期純利益 
       法人税、住民税及び事業税 
       法人税等調整額 
       当期純利益        

６，６６７

５，９５３

７１４

７１４

６，６６１

４，５１９

７１４

１，１５１

４８８

３３２

１９１

１４

１２５

２７７

６

１７０

１２０

６

４４

１３３

８３

７

４４

３６

４３

０

１１

３１

０

０

３１

１３

０

１９

 
 
 

６，６６７ 
５，９５３ 

７１４ 
７１４ 

６，６６１ 
４，５１９ 

７１４ 
１，１５１ 

４８８ 
３３２ 
１９１ 
１４ 

１２５ 
２７７ 

６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 
 

０ 
６ 
０ 

 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 

１７０

１２０

６

４４

１３３

８３

７

４４

３６

３６

０

５

３１

０

０

３１

１３

０

１９

単位：億円 

※端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。
※上記計数は、中日本高速道路㈱単体の収支予算である。 
※引当金等は、マイレージ等による割引額である。 
※上記計数は、消費税を含まない。 


